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出願審査の請求の手数料の返還請求の取

扱い（特）  

 

 

１．出願審査の請求の手数料の返還請求の対象  

出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の

送達のいずれかがあるまでの間に特許出願が放棄され又は取り下げられたとき

（特許出願等に基づく優先権主張の先の出願又は出願変更に伴う原出願につい

て取り下げたものとみなされたときを含む。）は、出願審査の請求の手数料（以

下「手数料」という。）を納付した者の請求により返還する（特１９５条９項）。  

（１）同一発明かつ同日出願に対する協議命令（特３９条６項）  

（２）文献公知発明に係る情報の記載についての通知（特４８条の７）  

（３）拒絶理由の通知（特５０条）  

（４）特許査定の謄本の送達（特５２条２項）  

なお、出願審査請求書が補正指令中（手数料不足の場合を除く。）に出願の

放棄又は取下げがあったときは手数料を返還するが、特許法第１８条第１項の

規定により出願審査請求書が手続却下となった後に、出願の放棄又は取下げが

あったときは、返還しない。  

２．手数料返還の請求期間  

手数料の返還請求は、特許出願が放棄され又は取り下げられた日から６月を

経過した後は、請求することができない（特１９５条１０項）。  

ただし、手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由

により、特許法第１９５条第１０項に規定する期間内にその請求をすることが

できないときは、その理由がなくなった日から１４日（在外者にあっては、２

月）以内で同法第１９５条第１０項に規定する期間の経過後６月以内にその請

求をすることができる（特１９５条１３項）。  

３．返還請求ができる者  

納付すべき手数料を納付した者、すなわち手数料を完納した者が返還請求を

行うことができる（特１９５条９項）。  

出願審査の請求の手続が代理人手続で、代理人の予納台帳から手数料が納付

（控除）されている場合でも、手数料を納付した者は審査請求人であり、返還

請求人は審査請求人である。  

なお、出願審査の請求後に名義変更がなされた場合は、承継人が手数料の返

還請求をすることができるものとして取り扱う。  

４．返還金額  

返還する金額は納付すべき手数料の金額の２分の１に相当する額（その額に

１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする（手数料令

１条４項）。  
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５．返還方法  

（１）現金による返還  

出願審査請求手数料返還請求書に記載された返還請求人又は代理人の金融機

関の口座への振込みにより返還する。  

ただし、指定立替納付者による納付制度（特例法１５条の３第１項）により

納付された手数料を返還するときは、やむを得ないと認められる場合 注 1 を除

き、指定立替納付者に対して行うものとする（特例施規３９条の９）。  

（２）予納額への加算による返還  

  予納制度（→１１３．０１）により納付された手数料は、特例法第１４条第

１項の規定により予納した予納額（以下「予納台帳」という。）への加算によ

り返還する。ただし、予納台帳への加算による返還は、同法第１５条第２項に

規定の申出者（申出者が代理人である場合においては本人（同法１６条））か

らの申出による場合のみ認められることから、出願審査の請求後に名義変更（相

続、合併等による一般承継を含む。以下同じ。）がなされた場合は、当該申出

者以外の者（承継人）（特例法施行令第１条第１項又は第２項の規定により、

予納届をした者の地位を承継した者であって、同条第３項の規定によりその地

位を承継した承継人として届け出ている者を除く。）が、その承継人又は代理

人の予納台帳への加算の申出をすることはできない。  

また、名義変更前の出願人の代理人と承継人の代理人が同一の者であって、

代理人が申出者である場合においても、代理人は名義変更前の出願人（本人）

のために納付したのであるから、加算による申出をする本人（承継人）が予納

台帳への加算の申出をすることができないため、当該代理人の予納台帳への加

算による返還はできない（特例法１５条２項、１６条）。  

したがって、承継人が手数料の返還請求をするときは、現金による返還（上

記（１））を請求することにより行わなければならない。  

６．代理権の証明  

  代理権の証明については、出願事件の代理人以外の新たな代理人が手続を行

う場合には、手続の安全性の確保の観点から代理権の証明を求める。  

 

 

（改訂令和３・１０）  
 

注 1 やむを得ないと認められる場合とは、出願審査の請求後に名義変更の届出があった

場合や、代理人変更の届出があった場合等により、指定立替納付者による納付の申出

を行った者が出願人又は代理人の地位にない場合等である。  

 

                                                


